
＜介護保険サービス利用者負担割合の判定基準＞ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）本人の合計所得金額が 160 万円となる例の負担割合の判定 
年金収入以外の収入を中心とする場合には実質的な所得が 280 万円に満たないケースがあることや他の第１号

被保険者の年金等が低く，世帯としての負担能力が低いケースがあることを考慮し，１割負担に戻す扱いになって
いる 
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＜雑所得＞ 
160 万円 

(公的年金等控除後) 

＜事業所得＞ 
160 万円 

(必要経費控除後) 

 

＜給与所得＞ 
160 万円 

(給与所得控除後) 

 

雑所得 0 円 雑所得 0 円 

 

＜雑所得＞ 
160 万円 

(公的年金等控除後) 

 

＜事業所得＞ 
160 万円 

(必要経費控除後) 

 

＜雑所得＞ 
160 万円 

(公的年金等控除後) 

 

    雑所得 0 円 

 

 

 

Ｆ 本人：年金収入 280 万円 
その他の所得 0円 

配偶者：収入なし 
合計：280万円 

Ｅ 本人：年金収入 79万円  
      事業所得 160万円 

配偶者：基礎年金 66万円 
その他の所得 0円 

合計：305万円 

本人１割負担 本人２割負担 

      雑所得 0 円 

 

年金収入 
280 万円 

年金収入 
79 万円 

年金収入 
79 万円 

本人年金収入 
280 万円 

配偶者年金収入 
66 万円 

世帯の年
金収入＋
その他の
所得の合
計 346 万
円 

本人 
年金収入 
280 万円 

事業所得 
160 万円 

給与所得 
160 万円 

Ａ 本人：年金収入 280 万円 
その他の所得 0円 

合計：280万円 

Ｂ 本人：基礎年金 79万円 
         事業所得 160万円 

合計：239万円 

C 本人：基礎年金 79万円 
        給与所得 160 万円 
合計：239万円 

     雑所得 0 円 

 

本人 
事業所得 
160 万円 

【２人以上の場合】Ｅ，Ｆの例では世帯の年金収入＋その他の所得の合計が 346 万円より少ないことから１割負担に戻す  

 

【１人の場合】Ｂ，Ｃの例では世帯の年金収入＋その他の所得の合計が 280 万円より少ないことから１割負担に戻す  

どのケー
スも合計
所得金額 
160 万円 

どのケー
スも合計
所得金額 
160 万円 

＊公的年金等控除額：65 歳以上の方の年金収入 330 万円以下の控除額は 120 万円 

（控除後の残額が雑所得。控除後の残額が 0 を下る場合は雑所得金額 0 円） 

本人年金収入  
79 万円 

配偶者年金収入 
66 万円 

Ｄ 本人：年金収入 280 万円  
その他の所得 0 円 

配偶者：基礎年金 66万円 
その他の所得 0円 

合計：346万円 
 

（配偶者は１割負担） 

 

第
一
号
被
保
険
者 

世帯の年
金収入＋
その他の
所得の合
計 305万
円 

世帯の年
金収入＋
その他の
所得の合
計 280万
円 

はい いいえ 

第１号 

被保険者 

(65歳以上) 

第２号被保険者 

(40歳以上65歳未満) 

本人の 

合計所得金額が
160万円以上 

同一世帯の第１号被保険者
の年金収入＋その他（年金
以外）の合計所得金額 

 

・本人のみ：280 万円以上 

・２人以上：346 万円以上 

本人の合計所得金額が 220 万
円以上かつ同一世帯の第１号
被保険者の年金収入＋その他
（年金以外）の合計所得金額 

 

・本人のみ：340 万円以上 

・２人以上：463 万円以上 

市町村民税非課税者 

生活保護または中国残留邦人等支援給付受給者 

３
割
負
担 

１
割
負
担 

２
割
負
担 


